
Ｎ ｅ ｗ ｓ  Ｒ ｅ ｌ ｅ ａ ｓ ｅ 国土交通省九州運輸局 

令和５年１２月２６日 

港湾運送事業者の事業停止処分 

～事業改善命令違反による処分～ 

 

 

１．処分日 

 令和５年１２月２６日 

 

２．事業者の氏名又は名称及び住所 

 博光運輸株式会社 代表取締役 山北菊久 

福岡市博多区石城町３番２２号 

 

３．行政処分の種類 

 港湾運送事業法第２２条に基づく事業の停止命令 

 

４．事業の停止の内容 

 博多港における港湾荷役事業の全部停止 ３日間 

 

５．事業停止の期間 

 令和６年１月７日から令和６年１月９日まで 

 

６．違反事項 

 （違反項目）事業改善命令違反 

 （該当条項）港湾運送事業法第２２条 

 

７．違反の概要 

 令和４年１０月２５日に発出した港湾運送事業法第２１条に基づく事業改善命令に従わ

なかった。 

 

 

   ＜お問い合わせ先＞ 

九州運輸局 海事振興部 港運課 

  担当：髙田、麻生 

電 話 ０９２－４７２－３１５７ 

 

博多港の港湾運送事業者において、港湾運送事業法の違反が確認されたため、事業停

止の行政処分を行いました。 



Ｎ ｅ ｗ ｓ  Ｒ ｅ ｌ ｅ ａ ｓ ｅ 国土交通省九州運輸局 

【参考】港湾運送事業法（抜粋）（昭和二十六年法律第百六十一号） 

（事業改善命令） 

第二十一条 国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の

利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画

の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることが

できる。 

 

（事業の停止及び許可の取消し） 

第二十二条 国土交通大臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、

三月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を

取り消すことができる。 

一 この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。 

二 正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないとき。 

三 第六条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定に該当するに至つたとき。 

 


